
2024年10⽉1⽇以降のふるさと納税制度の変更について（2024年10⽉1⽇更新）
2024年6⽉28⽇付発令の総務省告⽰を受け、2024年10⽉1⽇以降発⾏の「⽇本旅⾏地域限定旅⾏クーポン」は、お泊まり
になる宿泊施設によって、1⼈あたりの利⽤額に上限が設けられます。

1．寄附⾃治体が属する都道府県内のみで
営業展開している施設

利⽤⾦額の上限なし
従来通り、宿泊料⾦総額を上限として利⽤可能

宿泊料⾦から利⽤できる⾦額は
1名1泊あたり5万円まで

2．寄附⾃治体が属する都道府県以外でも
営業展開している施設
（チェーンホテル等）

※「2.」の該当施設は、当Webサイト上で施設名の後ろに「◆」マークが付いている施設です。

※「2.」の判断基準は以下となります。
①宿泊施設の運営元が、「寄附先⾃治体の属する都道府県」以外でも宿泊施設を運営している
②宿泊施設名に、複数都道府県で展開しているチェーン・ブランド名が含まれている

※お泊まりになる宿泊施設が「2.」に該当するかどうかについては、旅⾏ご予約時等にクーポン受付店舗にて
弊社スタッフが確認しております。

※施設の運営会社等が変更された場合などにおいて、予告なく「2.」の該当施設になる可能性があります。
旅⾏ご予約時に、クーポン受付店舗で再度ご確認ください。

※新潟県／富⼭県／⽯川県／福井県については、2024年10⽉〜2025年9⽉までの期間中、
例外的に全ての宿泊施設が「制度による利⽤額制限の対象外施設」となります。

2024年9⽉30⽇までに発⾏された「⽇本旅⾏地域限定旅⾏クーポン」は
制限なくご利⽤いただけます。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000126.html

